
遺伝子組換えとは？

生物の細胞から有用な性質を持ち遺伝子を取り出し、植物など
の細胞の電子に組み込み、新しい性質を持たせることを遺伝子組

換えといいます

品種改良とはどこが違うの？



従来からの育種技術である、交配・選抜による農作物の品種改良では、交配可能
な同種または近縁種の間で交配を行いますが、交配ごとに両親の遺伝子の半分ずつ
を受け継ぐとともに、遺伝子の組み合わせは偶然にまかせられるため、新たに組み
合わさった遺伝子が品種改良の目的とする形質を示すものを選抜し、かつ目的に合
わない形質を排除することを繰り返し行い、最終的に目的とする個体を獲得します
。

遺伝子組換えと品種改良の違い

このことから、従来の育種技術では、品種改良の成果は、交配が可能な遺伝子の
間での遺伝子の組み合わせによって得られる形質に限られますが、遺伝子組換え技
術では、品種改良の可能性が広がることになります。

しかし、遺伝子組換え技術により、自然界では得られない組み合わせの遺伝子を人
為的に作り出すことを懸念する意見もあります

一方、遺伝子組換えによる品種改良では、生物の種にとらわれることなく、幅広
い生物種の中から目的とする機能を持つ遺伝子を選んで、その遺伝子のみを改良す
る作物に直接組み込むことにより、品種改良の目的とする形質を示す個体を獲得し
ます。

～農林水産省ホームページより引用～

遺伝子組換えと品種改良の違い

～農林水産省ホームページより引用～









遺伝子組換え食品の表示について

①容器包装への表示対象
＊表示適用対象は、ＨＣＯＯＰ商品とします。

ＪＡＳ法で定められた表示対象品目の遺伝子組換え農作物とそれらを原材料にした加工食品とします。

組換えられたＤＮＡまたはこれにより生じたタンパク質が、加工工程で除去・分解され、食品中に存在しないもの
で、コープ北陸が指定した品目・原料(コープ北陸指定表示対象品目)
遺伝子組換え農産物が存在する作物以外での表示はおこないません。

②容器包装への義務表示・任意表示の範囲
ＪＡＳ表示対象品目で原材料に占める重量割合が上位３位までで且つ５%以上の主原料については、「遺伝子組換え不分別(義務表示)」「遺伝
子組換えではない(任意表示)」に関わらず全て表示をおこないます。
ＪＡＳ表示対象品目で主原料以外(配合重量比４位以下または５%未満)についても、必要に応じ、「遺伝子組換え不分別」「遺伝子組換えでな
い」を任意で表示します。
コープ北陸指定表示対象品目については、一括表示欄に標記される主原料(配合順位３位且つ５%以上)に限定し、任意で上記同様の表示を
おこないます。

任意表示については、コープ商品（ＣＯ・ＯＰ商品、ＨＣＯＯＰ商品）での表示をすすめ、ＮＢ商品については、取引先に任意表示の協力をもとめ
ます。
遺伝子組換え原料由来の添加物などの区分表示はおこないません。
任意表示の範囲や方法については、検証の可能性や新しい遺伝子組換え品目などの変化に合わせて見直すこととします。

③コープファミリーへの表示
＊表示適用対象は、コープ北陸取り扱い商品とします。

法的には表示が義務づけられていませんが、組合員への情報提供を目的に実施しています。
表示対象は、ＪＡＳ法表示対象品目の生鮮野菜「大豆(枝豆、大豆もやし含)、じゃがいも、とうもろこし、菜種、綿実、てんさい、アルファルファ、
パパイヤ」及び加工食品(前述の生鮮野菜を主原料とした食品)
表示方法は、「ＧＭＯ不使用」「ＧＭＯ主原料不使用」「ＧＭＯ主原料不分別」「ＧＭＯ主原料混在」の４区分です。


